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新
春
特
別
講
演
会 

 

東
北
財
務
局

長
の
目
黒
克
幸

氏
が
「
最
近
の
経

済
金
融
情
勢
と

地
域
経
済
活
性

化
」
と
題
し
て
講

演
し
、
約
１
０
０

名
が
聴
講
し
ま

し
た
。 

目
黒
氏
は
会

津
若
松
市
の
出
身

で
大
蔵
省
（
現
財

務
省
）
に
入
省
、

金
融
庁
の
要
職
や

北
陸
、
東
北
の
財

務
局
長
を
歴
任

す
る
な
ど
、
金
融

の
エ
キ
ス
パ
ー

ト
の
視
点
か
ら
、
現
在
の
金
融
情
勢
を
解

説
す
る
と
と
も
に
地
域
の
金
融
行
政
の
課

題
や
経
済
活
性
化
の
施
策
に
つ
い
て
豊
富

な
資
料
を
基
に
丁
寧
に
説
明
し
ま
し
た
。 

参
加
者
か
ら
は
「
世
界
・
日
本
の
経
済

の
動
向
が
良
く
理
解
で
き
た
」「
世
界
の
経

済
状
況
に
お
け
る
日
本
の
在
り
方
の
ヒ
ン

ト
を
得
た
」「
金
融
リ
テ
ラ
シ
ー
の
重
要
性

を
再
認
識
で
き
た
」
と
の
感
想
が
寄
せ
ら

れ
ま
し
た
。 

新
春
の
つ
ど
い  

講
演
会
終
了

後
に
開
か
れ
た

新
春
の
つ
ど
い

で
は
髙
野
武
彦

福
島
県
会
津
地

方
振
興
局
長
、
室

井
照
平
会
津
若

松
市
長
、
渋
川
恵

男
会
津
若
松
商

工
会
議
所
会
頭

よ
り
祝
辞
を
頂
戴
し
た
あ
と
渡
邉
泰
夫
顧

問
の
発
声
で
乾
杯
し
祝
宴
に
入
り
ま
し
た
。 

 

コ
ロ
ナ
禍
に
よ

り
三
年
ぶ
り
の
開

催
と
な
り
、東
山
芸

妓
さ
ん
の
踊
り
を

鑑
賞
し
た
参
加
者

ら
は
、久
し
ぶ
り
の

再
会
に
顔
を
綻
ば

せ
な
が
ら
和
や
か

に
歓
談
し
ま
し
た
。 

ま
た
、つ
ど
い
席

上
で
は
新
た
に
ご

入
会
い
た
だ
い
た

会
員
を
紹
介
し
、あ

た
た
か
い
拍
手
で

歓
迎
し
ま
し
た
。 
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仙
台
国
税
局
で
は
、
税
務
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス

ト
と
し
て
活
躍
す
る
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
あ

ふ
れ
る
税
務
職
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。 

国
の
財
政
を
支
え
る
税
務
職
員
に
、
あ

な
た
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

【
受
験
資
格
】 

 

① 

令
和
５
年
４
月
１
日
に
お
い
て
高
校 

卒
業
後
３
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
及 

び
令
和
６
年
３
月
ま
で
に
高
校
を
卒

業
す
る
見
込
み
の
者 

 

② 

人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
に
準
ず

る
と
認
め
る
者 

【
受
験
申
込
受
付
期
間
】 

 

令
和
５
年 

６
月
19
日
（
月
）
～
６
月
28
日
（
水
） 

【
受
験
申
込
方
法
】 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
と
す
る
。 

国
家
公
務
員
試
験
採
用
情
報
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｉ 

(https://www.jinji.go.jp/saiyo 
/saiyo.html

） 

【
第
１
次
試
験
日
】 

令
和
５
年
９
月
３
日
（
日
） 

【
試
験
に
関
す
る
問
合
せ
先
】 

仙
台
国
税
局
人
事
第
二
課  

試
験
研
修
係 

 
 

℡ 

０
２
２
‐
２
６
３
‐
１
１
１
１

内
線
３
２
３
６ 

人
事
院
東
北
事
務
局 
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２
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キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
と
は
「振
替
納
税
」

「電
子
納
税
」「ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
」「ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
」「ス
マ
ホ
ア
プ
リ
納
付
」

と
い
っ
た
納
付
手
段
で
す
。 

こ
れ
ら
の
納
付
方
法
は
、
金
融
機
関
や

税
務
署
の
窓
口
へ出
向
く
必
要
が
な
く
、
事

業
所
等
か
ら
納
税
手
続
が
で
き
ま
す
。 

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
の
中
で
も
、
特
に
ダ

イ
レ
ク
ト
納
付
は
、
事
前
に
登
録
し
た
金
融

機
関
の
口
座
か
ら
、
納
付
日
や
引
き
落
と

し
口
座
の
柔
軟
な
選
択
が
可
能
で
あ
り
、

利
便
性
の
高
い
納
付
方
法
で
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

  
  

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
（適
格
請
求
書
等
保
存

方
式
）
が
開
始
と
な
る
本
年
10
月
ま
で
、

残
り
約
５
か
月
と
迫
っ
て
い
ま
す
。 

昨
年
12
月
の
「令
和
５
年
度
税
制
改
正

の
大
綱
」に
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
円
滑
な
導

入
に
向
け
た
負
担
軽
減
措
置
等
が
盛
り
込

ま
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
局
と
い
た
し
ま

し
て
も
、
当
該
税
制
改
正
大
綱
を
踏
ま
え

納
税
者
の
方
々
に
対
し
て
は
、
そ
の
事
業
実

態
に
即
し
た
丁
寧
な
説
明
を
行
っ
て
ま
い
り

ま
す
。 

   

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
登
録
申
請
手
続
は
、

電
子
申
請
（e-Tax

）
で
お
早
め
に
！ 

       
 

          

２
０
２
３
年
度
国
家
公
務
員 

「

税

務

職

員

採

用

試

験

」 

（
高
校
卒
業
程
度
）
の
お
知
ら
せ 

納
付
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
を 

令
和
５
年
10

月
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス 

制
度
が
は
じ
ま
り
ま
す 

登
録
申
請
手
続
は
お
済
み
で
す
か
？ 

３月２８日、会津若松市の室井照平市長と皆川公一消防団長が当会を訪れ、遠藤久会長へ『会員事業所の従

業員が消防団に入団しやすく、また消防団活動を継続しやすい環境づくり』について協力要請がありました。 

会員事業所の皆様には主旨をご理解いただき消防団活動にご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

［要請内容］ 

１ 消防団員確保に関する協力 

２ 消防団所属事業所における消防団活動への協力 

３ 消防団協力事業所表示制度等の活用・支援 

○消防団協力事業所表示制度への登録 

○会津若松市「がんばれ！消防団員サポート事業」への登録 

○「ふくしま消防団サポート企業」への登録 

○会津若松市消防協力会への入会 

４ 住宅用火災警報器の設置促進 

お問合せ：会津若松市市民部 危機管理課 消防防災グループ TEL 0242-39-1227 

またはお住まいの地域の市町村役場まで 

左から皆川団長、室井市長、遠藤会長 
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◆寄附をしたら？ 

Ｑ；ふるさと納税や、日本赤十字社への寄附をしたら、税金の特典はありますか。 

確定申告により次のような所得税・住民税が軽減される特典を受けることができます。 

（１）所得税の寄附金控除（所得控除）・特別控除（税額控除） 

  特定寄附金を支出した場合、次の金額を所得から差し引くことができます 

特定寄附金の支払額  

    総所得金額等の４０％   

特定寄附金とは次のような寄附金です。 

   ・国や地方公共団体に対する寄附金 

   ・特定公益増進法人に対する寄附金（日本赤十字社、社会福祉法人等） 

   ・特定の政治献金 など 

  特定寄附金のうち一定のものを支出した場合には、所得金額から一定の金額を控除する所得控除と、

所得税額から一定の金額を控除する税額控除のどちらかを選択することができます。 

  なお、控除を受けるためには、確定申告書に寄附金の受領書等の添付が必要です。 

（２）住民税の寄附金控除（税額控除） 

  地方自治体や一定の団体等に対して 2,000 円を超える寄附をした場合、次の金額を住民税から控除

できます。 

 
※基礎控除額は総所得金額等の30％を限度とします。 
※特別控除額は住民税所得割額の20％を限度とします。 
※ふるさと納税の各自治体からの返礼品については、一時所得の課税対象になることがあります。 

 

日本税理士会連合会ホームページ「やさしい税金教室（令和４年度版）」より抜粋 

～困ったときは、お近くの税理士に相談しましょう～ 

東北税理士会 会津若松支部長 上杉雅明 （℡ 0242-27-7449） 

いずれか少ない金額－2,000円 

 

 法人会インターネットセミナー 「研修・人材育成」185タイトル配信中 

http://www.aizu-ho.or.jp 

新入社員向けセミナー 【ビジネスマナー基礎講座】ほか 

 

会員専用コンテンツをご覧になるにはＩＤとパスワードが必要です。 

詳しくは会津若松法人会事務局（☎0242-22-5821）まで！ 
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2/8女性部会 春のお花寄せ植え教室 

（法人会会議室） 

  

3/23青年部会 租税教室講師勉強会㊧ 会員交流会㊨（ルネッサンス中の島） 

 

  

1/11経理研究部会 インボイス制度実務対応セミナー 

（アピオスペース） 

  

3/22税務署長講話㊧ 第３回理事会㊨ 

（会津若松ワシントンホテル） 

  

3/10総務員会（法人会会議室） 

ＰＥＴがん検診・人間ドックのご案内 
会津若松法人会では会員企業の代表者・社員・ご家族が利用できる 

「ＰＥＴがん検診」「人間ドック」の受診料割引制度があります。 

これまでの竹田綜合病院（会津若松市）と南東北医療クリニック 

（郡山市）に加え、令和５年４月１日より会津中央病院（会津若松市） 

でも会員価格で受診いただけるようになりました。 

検査内容や料金などの詳細については、同封のチラシをご覧のうえ、 

ぜひご利用ください！ 

※南東北医療クリニックの割引制度はＰＥＴがん検査のみとなります。 

お問合せ先：会津若松法人会 TEL 0242-22-5821 
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第 

15 

回 

福島県法人会連合会女性部会連絡協議会 特選・小金井小６年 菊地ひかりさん、 

会津若松税務署長賞・日新小６年 吾妻芽生さんらを称える 
 

署長賞を受賞した吾妻さん（前列中央）と高盛署長（後列左） 県女連協の特選を受賞した菊地さん（中央） 

 

会
津
若
松
法
人
会
女
性
部
会
主
催
の「
第
15
回
税
に
関
す

る
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
」
で
、
会
津
若
松
市
立
日
新
小
学

校
６
年
の
吾
妻
芽
生
さ
ん
が
会
津
若
松
税
務
署
長
賞
を
受

賞
し
、
２
月
20
日
、
同
校
に
高
盛
洋
明
署
長
が
訪
れ
、
吾
妻

さ
ん
へ
賞
状
と
副
賞
を
手
渡
し
ま
し
た
。 

日
新
小
か
ら
は
同
じ
く
６
年
の
田
崎
未
桜
さ
ん
が
入
賞
、

大
島
瑚
白
さ
ん
が
佳
作
を
受
賞
し
、
二
人
に
は
齋
藤
共
子
女

性
部
会
副
部
会
長
か
ら
賞
状
と
副
賞
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。 

 

ま
た
、２
月
27
日
に
は
同
市
の
小
金
井
小
学
校
に
お
い
て

も
表
彰
式
を
行
い
ま
し
た
。 

 

菊
地
ひ
か
り
さ
ん
は
女
性
部
会
選
考
会
で
入
賞
、
上
部
団

体
の
福
島
県
法
人
会
連
合
会
女
性
部
会
連
絡
協
議
会
で
の

審
査
会
に
お
い
て
は
最
高
賞
の
特
選
に
輝
き
ま
し
た
。 

 

同
校
で
の
表
彰
式
で
は
小
堀
惠
子
女
性
部
会
副
部
会
長

が
入
賞
・
特
選
・
東
北
六
県
法
人
会
連
合
会
優
秀
賞
の
各
賞

状
と
副
賞
を
贈
り
ま
し
た
。 

 

菊
地
さ
ん
は
「
大
き
な
賞
を
い
た
だ
い
て
驚
い
た
。
税
に

つ
い
て
学
び
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
た
」
と
話

し
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
吾
妻
さ
ん
や
菊
地
さ
ん
の
作
品
を
は
じ
め
会
津
若 

松
法
人
会
管
内
か
ら
応
募 

の
あ
っ
た
６
１
５
通
の
中 

か
ら
各
賞
を
受
賞
し
た
40 

作
品
は
確
定
申
告
期
間
中
、 

ア
ピ
オ
ス
ペ
ー
ス
の
確
定 

申
告
書
作
成
会
場
の
ロ
ビ 

ー
に
展
示
さ
れ
、
会
場
を 

訪
れ
た
人
々
は
感
心
し
な 

が
ら
見
入
っ
て
い
ま
し
た
。 

【税に関する絵はがきコンクールとは】 

法人会女性部会では、小学生への租税教育活動として、毎年、「税に関

する絵はがきコンクール」を実施しています。会津若松法人会では青年

部会が実施する租税教室などを通じて、学童に“税の大切さ”や“税の

果たす役割”について学んでもらい、その知識や感想を“絵はがき”に

することで、税に対する理解をより深めてもらうことが目的です。 
租税教室の様子 
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法人会の税制改正に関する提言の 

主な実現事項 
令和５年度税制改正では、家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振り向け、資産所得倍増につな

げるため、ＮＩＳＡの抜本的拡充・恒久化が行われるとともに、スタートアップ・エコシステムを抜

本的に強化するための税制上の措置が講じられました。また、より公平で中立的な税制の実現に向

け、極めて高い水準の所得について最低限の負担を求める措置の導入、グローバル・ミニマム課税の

導入及び資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築が行われました。加えて、自動車重量税の

エコカー減税や自動車税等の環境性能割等の見直し、租税特別措置については、それぞれの性質等に

応じ適切な適用期限が設定されました（令和５年度税制改正大綱より）。 

法人会では、昨年９月に「令和５年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、政府・政党・

地方自治体等に提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正では、中小企業向け税制措置の

適用期限延長、インボイス制度の負担軽減措置等、法人会の提言事項の一部が盛り込まれ、以下のと

おり実現する運びとなりました。 

 [法人課税] 

１．法人税率の軽減措置 

法人会提言 改正の概要 

・中小法人に適用される軽減税率の特例１

５％を本則化すべきである。また、昭和５

６年以来、８００万円以下に据え置かれて

いる軽減税率の適用所得金額を、少なくと

も１，６００万円程度に引き上げる。なお、

本制度は令和５年３月末日が適用期限と

なっていることから、直ちに本則化するこ

とが困難な場合は適用期限を延長する。 

・中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用

期限が２年延長されました。 

２．中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置 

法人会提言 改正の概要 

・中小企業投資促進税制については、対象

設備を拡充したうえ、「中古設備」を含め

る。なお、それが直ちに困難な場合は、

令和５年３月末日となっている適用期

限を延長する。 

・中小企業投資促進税制について、対象資産の見

直しが行われた上で、適用期限が２年延長さ

れました。 

 

３．中小企業等の設備投資支援措置 

法人会提言 改正の概要 

・中小企業経営強化税制（中小企業等経営

強化法）や、中小企業が取得する償却資

産に係る固定資産税の特例（先端設備等

導入制度）等を適用するに当たっては、

手続きを簡素化するとともに、事業年度 

末（賦課期日）が迫った申請や認定につい 

・中小企業経営強化税制、中小企業防災・減災投

資促進税制、デジタルトランスフォーメーシ

ョン投資促進税制については、一定の見直し

が行われた上で、適用期限が２年延長されま

した。 

また、先端設備等に係る固定資産税の特例措置 

 （7ページに続く） 
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て弾力的に対処する。なお、「中小企業経

営強化税制」「固定資産税の特例」「中小

企業防災・減災投資促進税制」「デジタル

トランスフォーメーション投資促進税制」

は、令和５年３月末日が適用期限となっ

ていることから、適用期限を延長する。 

が見直され、中小事業者等の生産性向上や賃上げ

の促進に資する設備投資に係る固定資産税の特

例措置が創設されました。 

 

  [消費税] 

１．インボイス制度 

法人会提言 改正の概要 

・インボイス制度を実施するのであれば、国

は事業者に混乱が生じないよう制度の周

知を徹底するとともに、事務負担が軽減す

るような環境整備が必要である。 

・一定規模以下の事業者の行う１万円未満の取引

につき、帳簿のみで仕入税額控除を可能とする

６年間の事務負担軽減策が講じられたほか、１

万円未満の返還インボイスについて交付義務を

免除する措置が講じられました。 

 

[相続税・贈与税] 

１．相続時精算課税制度 

法人会提言 改正の概要 

・相続時精算課税制度の特別控除額（２,５０

０万円）を引き上げる。 

・相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与に

より取得した財産に係るその年分の贈与税につ

いては、現行の基礎控除とは別途、課税価格から

基礎控除１１０万円を控除できることとなりま

した。また、相続時精算課税で受贈した土地・建

物が災害により一定以上の被害を受けた場合、

相続時にその課税価格を再計算する見直しが行

われました。 

 

[その他] 

１．震災復興等 

法人会提言 改正の概要 

・被災者支援の観点から、災害による損失を

雑損控除と切り離した、新たな控除制度の

創設について検討すべきである。 

・特定非常災害法上の特定非常災害による損失に

係る雑損失の繰越期間について、損失の程度や

記帳水準に応じ、例外的に３年から５年に延長

されました。 

２．電子帳簿保存 

法人会提言 改正の概要 

・インボイス制度や電子帳簿保存法の改正に

よる電子データ保存の義務化に対応する

など、事業者の事務負担、納税協力コスト

は年々増加している。特に電子データ保存

の義務化については、全ての事業者が対象

となっており影響は大きい。システム改修

や従業員教育など、事務負担が増大する中

小企業に対して特段の配慮が求められる。 

・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存を

することができなかったことにつき相当の理由

がある事業者等に対する新たな猶予措置（電子

取引データの出力書面の提示・提出の求め及び

その電子取引データのダウンロードの求めに応

じることができるようにしておけば、保存要件

を不要として、電子取引データの保存を可能と

する）が講じられるとともに、検索機能の確保の

要件について緩和措置が講じられました。 

 

 ７ 
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   【第
４
回
・１
月
19
日
】 

「
医
療
業
界
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い
て
」

の
テ
ー
マ
で
委
員
会
の
東
瀬
多
美
夫
副
委

員
長
が
講
話
し
ま
し
た
。 

 

東
瀬
副
委

員
長
は
竹
田

健
康
財
団

（
竹
田
綜
合

病
院
）
の
事

務
局
長
と
Ｄ

Ｘ
推
進
部
長

を
兼
任
し
、

医
療
業
界
に

お
け
る
デ
ジ

タ
ル
化
や
国

や
市
・
地
域
と
連
携
し
た
財
団
の
取
り
組

み
事
例
な
ど
資
料
や
画
像
を
用
い
て
解
説

し
、
今
後
の
展
望
や
課
題
に
つ
い
て
も
話

し
ま
し
た
。 

 

後
半
は
12
月
に
開
催
し
た
デ
ジ
タ
ル

イ
ン
ボ
イ
ス
に
よ
る
生
産
性
向
上
セ
ミ
ナ

ー
の
感
想
と
反
省
会
を
行
い
、
今
後
の
委

員
会
活
動
に
向
け
た
意
見
交
換
を
行
い
ま

し
た
。 

    

【第
５
回
・２
月
16
日
】 

      
「
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
会
津
若
松
の
実
現
に

向
け
た
取
組
」
と
題
し
、
会
津
若
松
市
企

画
政
策
部
副
参
事
の
本
島
靖
氏
を
招
き
、

お
話
し
を
伺
い
ま
し
た
。 

 

本
島
氏
は
企
画
調
整
課
ス
マ
ー
ト
シ
テ

ィ
推
進
室
長
も
兼
任
し
て
お
り
、
な
ぜ
会

津
若
松
市
が
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
に
取
り
組

む
の
か
、
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想

の
取
り
組
み
、
地
域
や
町
内
会
な
ど
の
身

近
な
Ｄ
Ｘ
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
。 

 

続
い
て
委
員
会
の
諏
訪
亮
祐
相
談
室
長

（
Ｆ
ｒ
ｏ
ｍ
Ｆ
ｒ
ｏ
ｍ
）
が
「WEB3

・
メ

タ
バ
ー
ス
に
物
申
す
！
」
と
題
し
、
進
歩

が
目
覚
ま
し
い
Ｗ
Ｅ
Ｂ
の
世
界
に
つ
い
て

言
及
し
ま
し
た
。 

諏
訪
室
長
よ
り
下
記
記
事
を
寄
稿
い
た

だ
き
ま
し
た
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

「Web3 と新たなインターネット」 株式会社From From 代表取締役 諏訪亮祐   

「Web3.0」（読み：ウェブスリー）という言葉

をご存知でしょうか？日本では 2021 年頃から

話題になっており、ブロックチェーン技術を使

った Web の次世代バージョンです。「3.0」の 

“3”は第３世代を表しています。 

Web3.0は、従来のGoogleやAmazon、Facebook

などの巨大 IT 企業（プラットフォーマー）に

依存しない新たなインターネットの在り方で

あり、個人が自らの情報や資産を管理・活用で

きるようにすることを目指しています。Web3.0

について理解を深めるためにはこれまでの歴

史を知る必要があります。 

まず、インターネットの普及によって個人で

もホームページやブログを使って情報発信を

することが可能になった1990年から2000年代

をWeb1.0（第１世代）と呼びます。個人で情報

発信ができるようになりましたが、ある程度の

知識が必要であるためパソコンが得意な一部

の人に限られました。 

スマートフォンやSNSが普及し、双方向的な 

情報発信が可能になった2000年後半から現在を

Web2.0（第２世代）と呼びます。巨大IT企業の

サービスを無料で使うことができて世の中はま

すます便利になりました。中でも SNS を使うこ

とによって個人でも特別な技術やスキルを要さ

ずに情報発信が可能になりました。しかし、個人

情報などのデータやアプリケーションが巨大 IT

企業に集中していることも事実です。 

こうした巨大 IT 企業への中央集権型から脱却

を図るための分散型、かつプライバシーの確保

やデータの改ざん防止による透明性、民主化を

目指すのがWeb3.0です。 

Web3.0 はインターネットの新たな未来を切り

開く可能性を秘めたものですが、ブロックチェ

ーンを運用するには莫大なエネルギーを必要と

し、その量は年間でイスラエルなどの国家以上

の電力を要します。こうしたエネルギー問題や

ハッキングなどのセキュリティ問題、国や地域

での規制的問題など、課題は多く実現には時間

が必要です。 

 

デ
ジ
タ
ル
戦
略
委
員
会
で
は
、
委
員
ま
た
は
外
部
講
師
に
よ
る
講
話
会
や

委
員
同
士
の
情
報
交
換
な
ど
活
発
に
活
動
し
て
い
ま
す
。 

 

（デジタル戦略委員会 相談室長） 


